
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整に関する改正点 

Ｑ：年末調整の時期が近づいてきました。

今年の年末調整で注意すべき点は何かありま

すか？ 

 

Ａ：次のような点に注意してください。 

【解説】 

今年度の年末調整では、定率減税の２分の

１縮減、源泉徴収税額表の改正などが行われ

ていますので注意してください。主なものに

は次のものがあります。 

① 定率減税の引下げ 

これまで適用されてきた定率減税が、今年

度は２分の１(所得税額の10%相当額(最高

12万5,000円)に引き下げられました。来年

は廃止になります。 

② 源泉徴収税額表の改正 

定率減税が２分の１に引き下げられたこ

とに伴い、平成18年１月１日以後に使用す

る源泉徴収税額表が改正されました。 

また、来年は定率減税が廃止されることか

ら、平成19年１月１日以後に使用する源泉

徴収税額表がさらに変更になります。 

③ 未払役員賞与に対する取扱い 

利益処分経理をした役員賞与で、支払確定

の日から１年を経過した日までに支払が

されない場合は、１年を経過した日におい

て支払があったものとみなして源泉徴収

することとなっています。 

④ 勤労学生控除の対象となる学校等 

勤労学生控除の対象となる学校等に文部

科学大臣が定める基準を満たす各種学校

等が追加されました。 
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